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序章 これまでの研究と問題の所在

「史上最も成功した防衛的同盟であった}')と

いわれるよう北大西洋条約同盟は，冷戦後も解散

するどころか，近年益々活動領域を広げかつての

ライバルであった旧ワルシャワ条約諸国をも呑み

込もうとしている。そうした状況下で，北大西洋

条約機構 (NorthAtlantic Treaty Organization， 

NATO)研究も膨大を極め，多くの国で様々な論

文が発行されているのも事実だ(2)。ところがこれ

ら先行研究の多くはジャーナリズムの領域を出

ず，現状のみを反映した記事的論文にとどまって

おり，総合的且つ歴史的分析が阻まれてきたとい

う経緯もまた存在する(九特にその形成過程に関

する研究は，初期冷戦研究一一封じ込め政策やト

ルーマン・ドクトリンなどーーと重複するため，

北大西洋条約それ自体の研究はあまり関心が持た

れてこなかったという寂しい現実がそこに横た

わっているのだ。

こうしたジャーナリズム的論文を数多く生み出

してきた背景には，条約の当事国が一次資料を公

開してこなかったということが大きく関係してい

るが，近年同盟国によって公文書が相次いで公開

されたことにより，そうした障壁は取り除かれつ

つある。その結果，英国を初めとする多くの欧米

諸国では，ここ数年の NATO研究は活況を呈し，

優秀な論文が数多く執筆されるようになった。

にもかかわらず，もう一方の当事国である米国

は，研究を外交史と結びつけてこなかったため，

研究の中心が条文の分析のみに集中してしまい，

米国がどのようにして NATOに関与してきたか

という重大な問題は未解決のままである(九その

ため米国における NATO評価は一元的なものに

とどまり，伝統主義(Traditiona1ists)であれ，修

正主義 (Revisionists)であれ，またはポスト修正

主義 (Post -Revisi onists)であれ，.欧州諸国が米

国を巻き込みまたはだまして同盟を締結させた」

という評価が何の疑問もなく定着することとなっ

た(5)。

果たしてこのような評価が何の検証も行なわれ
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ずに定着されて良いものかどうか。たしかに，英

国を初めとする西欧諸国は米国からの軍事支援を

切望しており，実際彼らの呼び掛けが米国の外交

政策の変化に影響を与えたことは否定できない。

しかし，米国は限定的ではあるが欧州に関与して

おり，マーシャル・プランの実施は西欧からの要

請ではなく米国自身による決定によってなされた

政策なのだ。経済的関与から軍事的関与への移行

はそれほど敷居の高いものであったのか。

本論文では，米国の西欧諸国への軍事的コミッ

トメントの積極性がどの程度であったかを検証し

7こい。

第一章 「西欧同盟」から北大西洋同盟へ

第一節 ロンドン外相会談の失敗と西欧軍事同盟

の形成

米国の対ソ外交は，その初期においてソ連に対

し友好関係を築くことが優先されていたという認

識が一般的であるようだが，それは必ずしも正し

くない。国務省はソ連がロシア革命を成立させた

1917年当時から，このイデオロギーの全く相容れ

ない共産主義国家に対して不信感を抱いていたの

である。ところが，第二次世界大戦の勃発したこ

とにより敵対よりもソ連との連携を必要としたこ

とから，後年米国に見られるような敵意にも似た

対ソ認識はそれ以上拡大しなかった。またソ連も，

Yレーズベ/レト (FranklinD. Roosevelt)大統領の

提案する国連構想に同調する姿勢を表したため，

ソ連における共産主義イデオロギーの影響はむし

ろ後退しつつあるとみなされるようになったこと

も大きかった。

しかし戦後の対ソ関係の悪化により，対ソ認識

の再検討を迫られるようになったのである。

その中でもジョージ・ F・ケナン (GeorgeF. 

Kennan)は戦後新たな対ソ認識の基礎を築き，の

ちの「封じ込め」政策の祖となった人物であった。

ケナンは， 1946年2月にいわゆる「長文電報」

をワシントンに送り，ソ連を共産主義理論にした

がって膨張を繰り返す国家とみなし，それを封じ

込めるためには「力」が必要で、あると対ソ強硬策



をうったえた。

この電報はワシントンで異様な反響を呼び，多

くの政策決定者に影響を与えた。特にのちの国防

長官となる，フォレスタル (]amesForrestaO海

軍長官は海軍省にコピーを配って歩くほどの心酔

ぶりであった。また同年9月には，当時の大統領

顧問であるクリフォードの手によって「米国の対

ソ関係」と名うった覚書が発行された。それは「ク

リフォード覚書}6)と呼ばれ，米国の対ソ手段と

しての軍事力重視を表明した，戦後初の包括的対

ソ文書であった。

この文書は政府内で一定の評価を得たものの，

米国の原爆の一方的独占のみで抑止が十分可能だ

という見解が根強かったため，軍事力増強にはつ

ながらなかった。逆に経済復興による政治的安定

をはかるほうが有効だとして，マーシャル(Geor-

ge C. Marshal!)国務長官はケナンに欧州復興計

画(以下ERP)の作成を依頼したのである。

こうして米国は一応軍事的脅威としてのソ連を

認識していたものの，差し迫ったものではないと

判断して，経済政策のほうを重視したのであった。

だがその政策は長くは続かなかった。

北大西洋条約同盟結成の契機はすぐにやってき

た。 1947年11月に開催されたロンドン外相会談

が決裂したのである。占領ドイツの戦後処理をめ

ぐって西側諸国とソ連との関係は以前から歩調が

合わず，とくに同年春におこなわれたモスクワ外

相会談以降は，悪化の一途をたどっていた。オ←

ストリアの戦後処理やドイツの賠償金問題をめぐ

るソ連側と欧米側の対立はもはや極限にまで達し

ていた。12月15日，会談は無期限延期という形で

事実上決裂した。

この会談で「ソ連政府は強固な政治・経済ブロッ

クをすでに形成して}7)おり，これ以上ソ連とは

通常の関係を築くことはできないと悟った英国外

相，アーネスト・ベヴィン (ErnestBevin)は，

それまで考慮、していたソ連との協調へのー綾の望

みを捨て，西欧を中心とする集団防衛同盟の形成

を重視し始めるようになっていた。

英国は，戦前よりすでに，戦後企画局 (Post-

北大西洋条約の形成と米国の軍事コミットメントの成立

Hostilities Planning Staff)によって作成された

「西欧と北大西洋における安全保障}8)という題

目の文書が発行されていた。その文書では，英仏

協調を基軸としつつも，最終的には西欧諸国や米

国に拡大させた軍事同盟の結成が示唆されてい

た。

その手はじめとして英国は戦後フランスのレオ

ン・プルム (LeonBlum)首相と会談し， 1947年

3月にドイツを仮想敵国とする「ダンケルク条約」

同盟問を結成し将来の来たるべき「大西洋同盟」

への基盤づくりに着手していたのであった。

会談が決裂して数日経った 12月18日，マー

シャル国務長官と会見したベヴィンは西欧軍事同

盟構想、をはじめて米国側に明かした。

この構想、に深く心を動かされたマーシャルは，

さらなる見解を得るために欧州局長 (TheDirec-

tor of the Office of European Affairs)のジョ

ン・ヒッカーソン(]ohn D. Hickerson)を英国

外務省へと派遣することにした。彼は以前からソ

連が武力攻撃を開始し，国連にて拒否権を発動し

対ソ制裁措置を拒んだ場合には，国連憲章第51

条(10)に基づいた集団的行動の発動が可能な防衛

同盟を形成すべきであるとの考えを有してい

た(1~ さらに，彼は欧州集団防衛構想、の提唱する

同年の夏に『フォーリン・アフェアーズ」に掲載

されたアームストロング (HamiltonFish Arm-

strong)の論文によって確信を深めるようになっ

ていった。ロンドン外相会談が起こる数カ月前か

ら，ソ連を交えた会合ではドイツ問題の解決のた

めの合意を得ることは不可能であることを推測し

ていた彼は，新たな安全保障体制形成への予感を

感じていた(12)。ヒッカーソンはまさに「国連憲章

第51条を利用した国連加盟国による同盟の結成

を示唆したアームストロングの努力を追求する

時}同を得たのであった。

したがって，翌日のグラッドウィン・ジェッブ

(Gladwyn ]ebb)外務省次官代理との会見は，ま

さしく西欧軍事同盟への結成への意思を再確認す

るものであった。

一方，ベヴィンは上院や国務省の反対をできる
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だけ招かないよう，より慎重にことを進めなけれ

ばならないと強く感じた。彼は 1948年1月13日

に，もう一度，西欧軍事同盟関与を米国に促す文

書をワシントンに送った。ベヴィンは，我々はマー

シャル・プランが成功するよう最大限の努力を

払っているが，.経済的な関与だけではロシアの脅

威を食い止めることはできない。」したがって西欧

諸国が「米国と英連邦の支援を受けてJ，，.倫理的・

精神的力を結集させる必要がある」と同盟結成を

訴ったえたのである(14)。

しかし，この文書を受け取った国務省内部では，

二つの正反対の反応が見られた。

当然ヒツカーソンは賛成に回った。しかし他方

では，この同盟案に必ずしも同意しないものもい

たのである。その急先鋒にたった人物こそケナン

であった。ケナンは，ヒッカーソンとは一日遅れ

でマーシャルに，ベヴィンの構想、には称賛の意を

惜しまないが，.軍事同盟は政治的・経済的・精神

的同盟から発するべきではあり，その逆であって

はならない}川と助言し，米国の加盟が推測され

るような軍事同盟は時期尚早であると反対した。

「軍事同盟という、枠組み。には否定的であり，あ

まり価値のないものである。}16)

この両者の反応は当時の国務省内部の状況をよ

く示している。国務省内では，当初から米国の軍

事的コミットメントをめぐって二つの見解が存在

していた。ひとつはケナンやその同僚たちで，国

務省の特別顧問であったボーレン (Charles E. 

Bohlen)に代表されるような同盟反対派であっ

た。彼らは西欧への関与を経済的・政治的なもの

に限定し，軍事同盟には否定的であった。もうひ

とつは，ヒッカーソンと，その長年の友人であり

西欧課長 (TheChief of the division of Western 

European Affairs)でもあったセオドア・アキレ

ス (TheodoleC. Achilles)に代表される軍事推

進派であった。この両派の意見の食い違いは最後

まで解消されることはなかった。それどころかし

ばしば省内を混乱に陥れた。

マーシャルは，欧州に対し何らかの軍事的関与

の必要性を感じてはいた。しかし，西欧防衛同盟
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へのコミットメントに関しては時期尚早だ、とも

思っていた。ERPが議会で可決されるかのどうか

微妙なときに，更なる関与を議会に要求すること

は， ERP自体さえも潰しかねない。当面は， ERP 

の可決のほうを優先すべきであった。

そこでマーシャルは，ワシントンに駐在してい

たインヴアーチャペル (LordInverchapeI)英国

大使に，ベヴィンの提案を西欧の将来にとって重

要なものとしながらも，.もう少し同僚たちと相談

してこの件に関して少し研究・調査する必要があ

る}17)と言葉を濁し，明確な回答を避けたのであ

る。

国務長官の発言は消極的であったものの，ヒッ

カーソンはその数日後インヴアーチャペルと会見

し，あらためてベヴインの「西欧同盟」構想に賛

意を表した。「欧州諸国が精神的・物質的統合を展

開させるのであれば，米国との長期的関係の定型

に関しては一向に問題はない}IB)と，米国の将来

的な同盟への参与を約束したのである。しかし，

ベヴィンの提案する条約への関与に関してはいく

つかの訂正を要した。

ヒッカーソンとベヴィンには，同盟構想に関す

るいくつかの相違点が存在していた。

両者はソ連の脅威に対抗するためには，米国の

経済的関与では不十分であり，それよりも一歩踏

み込んだ、「軍事的」関与の必要性を認める点では

一致していた。しかし，どのような同盟にするか

に関して二人の見解は若干異なっていた。

ベヴィンは，当時外務省が提唱していた「第三

勢力」論にしたがって，英仏「ダンケルク同盟」

を基軸として，西欧諸国にその範囲を限定した結

束力の強い同盟の結成を望んでおり，その他の固

については具体的な加盟がなくても何らかの形で

連結してればそれでよいと考えていた。それに対

し，ヒツカーソンはアームストロングの理論をも

とに，国連憲章を基礎とした，西欧だけに限定し

ない広範囲の同盟構想をもっており，できれば西

欧諸国以外の国一一中東諸国などーーにも拡大さ

せたかった(19)。

ヒッカーソンはJ米国が関与するなら国連憲章



をモデルにしたほうがより好ましくり(20)対独防

衛を目的とした英仏協調は「真の目的を欠いて」

おり不適切であると述べた。それよりも昨年春に

南米諸国と結ぼれたばかりの米州相互援助条約，

通称リオ・デ・ジャネイロ条約(以後，リオ条約)(21) 

を基礎としたほうが好ましいのではないかと思っ

た。その条約の第3条には，-ー固に対する攻撃は

一切の国に対する攻撃とみなし，国連憲章51条に

よって認められている個別的または集団的自衛権

を行使して右攻撃に対抗することを援助する」と

いう条文が明記されており，この文章が新同盟に

ふさわしいと考えたからであった。

そしてヒッカーソンでさえもこの時点で米国が

自らイニシアティブ、を取って，西欧同盟の形成に

あたることには賛成しなかった。彼はインヴアー

チャペルに米国が参加するためには，まず先に「西

欧諸国自身のイニシアティブを基礎とした}22)同

盟を完成させることだと英国に西欧同盟の早期実

現を要請したのである。この欧州、|局長の強い支持

を受けて英国は，彼の提案どおり自らイニシア

ティブ戸を取って，-西欧同盟」を完成させるべく準

備をすすめることにした。

ベヴィン英外相は，フランスとともにベネルク

ス三国に西欧防衛協定について話し合うための会

談を 1月末に提案した。ベヴィンのこの申し入れ

を受けて，ベルギー首相，スパーク (Paul-Henri

Spaak)は概ね同意したものの，米国と同様リオ条

約と国連憲章を基礎にすべき間だと若干の修正

を求めた。

一方，フランスはダンケルク・モデルの変更に

は反対であった。フランス人にとっての真の脅威

は，ソ連ではなく武装化されたドイツであるとい

う認識に固執していたからである(判。

英国もまたダンケルク・モデルを捨てることに

関しては篇膳していた。ベヴィンはソ連を軍事的

脅威とみなしていたとはいえ，この時点では，ま

だソ連と和解のための可能性を模索していた。し

かし，米国やベネルクス三国の提案を受けて，外

務省は「ダンケルク条約は外務省の目標の達成に

は最良の手段ではない}町という結論に達し，ソ

北大西洋条約の形成と米国の軍事コミットメントの成立

連を仮想、敵国とする多国間協定に同意するように

なっていた。

英国は再三にわたってフランスに説得を試みた

が，フランスは頑迷にその態度を変えようとはし

なかった。この時のベヴィンはまさに米国と西欧

諸国との間で「悪循環 (Viciouscircle) }2川こ陥っ

ていたのである。

第二節チェコスロヴァキア・クーデターとプ

ラッセル条約の締結

2月の半ばまでに，西欧同盟交渉が完全に行き

詰まり，さらに頼りの米国も同盟の結成に同意を

示したものの，自ら進んでコミットメントしてゆ

くことには消極的であった。そのため英国は米国

と西欧諸国との板挟みに苦しむこととなった。

しかし 2月25日，チェコスロヴアキアにおいて

共産党によるクーデターが勃発するに及び事態は

急展開する。東欧世界において唯一の民主主義国

であったチェコスロヴァキアが共産党の手に渡っ

たということは，西欧世界を驚'博に陥れた。さら

に3月11日，チェコスロヴァキア共和国の外相

で，この国の象徴でもあったトーマス・マサリク

(Tomas Masaryk)初代大統領の息子，ヤン・マ

サリク(JanMasaryk)が不可解な死をとげたと

知るや否やさらなる衝撃が西欧世界を走った。

このクーデターに最も鋭く反応したのはフラン

スであった。フランスは当時，共産党の勢力が強

く， 1947年に政権から追い出されたものの，デモ

などの破壊活動によって政府を悩ましていた。し

たがって，この事件の勃発により，フランスもチェ

コと同じようにソ連の干渉を受けた共産党の破壊

活動によって，共産主義化してしまうのではない

かと恐れたのであった。彼らはドイツのみならず

ソ連共産主義からの脅威も感じずにはいられな

かった。

その結果，英国をはじめとするフランス，ベネ

ルクス三園の 5カ国は 3月4日，プラッセルに

結集し西欧同盟交渉を開催することになったので

ある。そこにはまだ解決されなければならない問

題は残っていたものの，会談開催から一週間後に
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は，すでに草案が完成されるという迅速さだっ

た(27)。結局，フランスの強い要請により「ドイツ」

という名前を条約から消すことはできなかったも

のの(2ヘ実質的には対ソ防衛を目的としたブラッ

セJレ条約(問の調印を3月17日にすませ，西欧同

盟 CWesternUnion， WU)が結成されたのであ

る。

このチェコでのクーデターは，米国にとっても

驚博の事態であった。ケナンの言葉を借りれば軍

部の中にまさに「本物の戦争が始まるかもしれな

いという恐慌状態が生じた(30)J のである。

これに追いうちをかけるように 3月5日には，

ベルリンからクレイ CLuciusD. Clay)軍政長官

により「突然劇的に戦争が始まるかもしれない」

という「戦争の恐d怖」電報が届いた。これら 2つ

の事件によって政府関係者は一層警戒心をつのら

せるようになっていった(31)。

ところが，危機はこれだけではなかった。その

f麦1カ月もしないうちに，フィンランドとノル

ウェーでソ連と友好条約を締結するようスターリ

ンに強要されている事実を知らされることにな

る。

米国はもはやこれらの事態を見過ごすわけには

いかなかった。特にノルウェーに関しては軍事基

地候補として重要な国家と目されていたため，こ

のスターリンの強要には早急な対策が必要とされ

た。

ベヴィン外相も，これら北欧諸国が危機に直面

しているのを受けて，.このままではソ連の脅威が

大西洋にまで拡大するかもしれず，そのため西欧

同盟形成のためのあらゆる努力が破壊されるかも

しれない」と，.米国，英国，カナダ，アイルラン

ド，デンマーク，アイスランド，ノルウェー，フ

ランス，ポルトガル(できればスペインも)を含

んだ国連憲章51条に基づく相互援助条約」を米国

が関与できるような形で結成することが必要だと

して，以下の 3つのモデルを米国に提示したので

ある。一つは米国の支援を受けた，英・仏・ベネ

ルクス三国による同盟，二つは大西洋同盟，第三

はイタリアを含む地中海安全保障体制であっ
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fご(32)。

さらに国家安全保障会議 CNational Security 

Council， NSC)は，緊迫する国際情勢を受けて，

3月30日に「ソビエトの指導する世界共産主義に

対する米国の立場」と題した文書.NSC 7(33)を配

布し，.米国が共産主義勢力による世界征服の目標

に対抗できる唯一の国家J(34)であり，それらの勢

力を打倒することが「米国の安全保障上不可

欠}35)だと米国の非共産主義圏における役割を示

唆した。そして欧州諸国に対しては「西欧同盟を

強力に後押しし非共産主義連合としてその発展と

拡張に尽力すべき }36)であるとその指針を示した

のである。こうして米欧間における何らかの軍事

提携の必要性を痛感したマーシャルは，ヒッカー

ソンに説得され，駐米英国大使を通じてロンドン

に，米国が「即座に大西洋安全保障体制創設}37)の

協議に入る用意があることを伝えた(3ヘ

続いてトルーマン大統領もすぐに西欧を激励し

た。彼は 17日の議会演説で，成立したばかりのプ

ラッセル条約機構に米国の支持を確約し，.米閏は

適切な手段で状況が必要とする援助を自由な国々

に行なうであろう。私は自国を守ろうとするヨー

ロッパの自由な国々の決意が，これらの国々の防

衛を我が国も援助するという同様の決意によって

迎えられると確信している」と宣言することと

なった(39)。

第三節ペンタゴン秘密会談と北大西洋同盟の形

成

3月22日，英国とカナダの代表がワシントンを

訪れた。米国の西欧同盟参加の可能性を含めた安

全保障体制のための会談を行なうためであった。

当初はフランスの参加も予定されていた。しか

しヒッカーソンの強い反対によりフランスの参加

は見送られた(叫)。米国側はパリ政府のいまだにド

イツを仮想敵国と見なす独自の対独認識を受け入

れることはできなかったのである。

フランスの参与により会議の円滑化を防害され

ることを危倶したヒッカーソンは，会合にフラン

スを排除することに決めたのである。それゆえこ



の会談は極秘とされた。

この会談はのちの北大西洋条約形成交渉にとっ

て重要な争点が論議された。それらは 4月1日に

「ペンタゴン文書 (PentagonPaper) Jとしてまと

められた。

その文書は主に以下の 7項目，即ち1)序文，

2 )国連憲章を基礎とする「相互援助」条約であ

ること， 3)リオ条約第3条をモデルとする， 4) 

加盟国， 5)条約のカバーする範囲， 6)間接的

攻撃，7)条約の期限にまとめられる(41)。

会談の冒頭で，どのような集団防衛体制にする

か，当初は 3つの中心的構想，①ブラッセル条約

の拡大，②大西洋条約，③国連憲章51条に基づい

た中東地域を含む広域集団自己防衛条約(42)を中

心に話し合われた。プラッセル条約拡大は米加が

参加する同盟としてはふさわしくなくなかった。

そして③の広域集団自己防衛同盟は防衛範囲が広

すぎるという理由により撤回された。結局三国は

②の米加の参加も想定した大西洋同盟を最も適し

た同盟モデルであると認定したのである。

この瞬間，米国ははじめて西欧同盟へ加盟する

意向を表明することとなった。しかしそこには同

盟反対派であったケナンやボーレンが出張のため

本国を離れており，会談に参加できなかったとい

ういきさつがあってこそであった。そのため会談

は国務省全体の意見というよりは，同盟推進派の

意向を反映しているといえた(4九

しかしながらその一方で，この会談は米国に

とって欧州、|の軍事コミットメントへと一歩押し進

める重要な契機ともなった。この会談でヒツカー

ソンは，米国の軍事的関与を切望する欧州諸国の

支持を確実なものとし，同盟賛成への強力な後ろ

盾を形成することによって，ケナンよりも一歩出

し抜いたかたちとなったからである。

さらに，この会談の最中に作成された「西欧同

盟に関するアメリカの立場」という題目の

PPS 27(44)もヒッカーソンにとって追い風となっ

た。この文書は，ペンタゴン会談が開催される少

し前の3月19日に，アキレスやヒッカーソンを含

む国務省のキーパーソンたち(ケナンは参加して

北大西洋条約の形成と米国の軍事コミットメントの成立

いなかった)による会合で合意された内容をもと

にして(45)，当時PPSのスタップであったジョー

ジ・パトラー (GeorgeButler)によって作成され

た。

ここでは，米国は「当面の聞は西欧同盟の完全

な一員となるべきではないが，軍事的保証を与え

るべき」だと米国の軍事的関与を肯定した上で，

西欧諸国により強いコミットメントを保証するた

めに I国連憲章51条の個別的および集団的自衛

権の行使」を謡った相互軍事援助条約の形成を推

し進めることを指示していた。

またプラッセル条約を拡張させ，ノルウェー，

デンマーク，アイスランドなど戦略的に重要な国

を含めるべきであること，そしてまたイタリアの

加盟も勧告していたのである(州。

そのほか会談で議論されたものとして，第一に，

「相互援助 (MutualAid) J (のちの「自動参戦」

条項)であった。

この内容は，結果的に北大西洋条約の第5条と

して記載されることになったが，なかでも米欧聞

の対立が最も激しい争点であった。これはのちに

「自動参戦問題」として，同盟交渉の最後の最後ま

で解決がもつれ込むこととなった(47)。

英国は，米国からのより確実なコミットメント

を求めるあまり，プラッセノレ条約の第4条を基礎

に，武力攻撃の際には「軍事的」および他の援助

を与えることを締約国の義務とすべきだと主張し

た。これに対し，米国は軍事的措置を行なうかど

うかの決定権は議会にあると憲法で保障されてい

るため，軍事的措置を取るかどうかは「各国の決

定による」ということを条件にすべきだと主張

しH刊両者の見解にはっきりとした食い違いを見

せたのである。したがって，初稿の段階では，米

国側の主張は結局削除されることとなった。

しかしこれに納得できないヒッカーソンは，会

期の最後のほうになって文書の変更を要求し，武

力攻撃が起きたかどうかも各国の決定に従うべき

であり，どういった種類の援助を行なうかも各国

で別個に決定すべきだ(49)と，自動参戦条項に難色

を示した。
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彼がこのような発言をした背景には，圏内の反

応，特に議会への配慮があった。この同盟を成功

させるためには，どうしても上院の支持が必要

だったからである。

しかし，こうした米国の慎重な姿勢は英国やカ

ナダには必ずしも歓迎されるものではなかった。

ジェツプは「草案がいちじるしく改変され， トー

ンダウンしている}問と米国への懸念をはっきり

と表している。

結局，この問題は解決することなく次の交渉へ

と持ち越されることになったが 4月の「ベンタ

ゴン文書」では，この事項は国務省の意向が反映

されたものとなっていた。米国の支援獲得のため

には英国やカナダも譲歩せざるを得なかったので

ある。

第二の問題は，加盟国に関してであった。

この密談で，西欧同盟諸国5カ国と米加の他に

どの国を加盟させるかいくつか検討がなされた

が，三国の間で意見が割れた。

加盟候補として，オーストリア，西ドイツ，ギ

リシア， トルコなどが挙げられたが，いずれも時

期尚早ということで参加が見送られた。

米国はスカンジナヴィア諸国やデンマーク，ア

イスランドなど大西洋に面した国々，つまり「布

石CSteppingStone) J国家を，戦略上重要な国家

であるとして加盟を要請した。これらの国家に関

しては，外交ルートを通じての早急な働きかけが

必要だと「ペンタゴン文書」の中に加えられた(5り。

しかし最も争点となったのは，イタリアの加盟

をめぐってであった。ヒッカーソンは，当初から

この国の加盟を強く要求していた。彼がこのよう

にイタリア加盟を支持するにはいくつか理由が

あった。

1948年当時，イタリアは共産党の勢力が強く，

近々行なわれる 4月18日の総選挙では，政権を奪

取しかねない勢いであった。米国は，共産主義政

権誕生を妨害するための国を挙げての反共産主義

キャンペーンを展開するほど，イタリア情勢に敏

感だ、ったのである。

また同国は，軍部の聞で対ソ戦には戦略的に不
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可欠な基地として重要視されていた。そこを共産

党に支配されるようなことがあれば，重要な戦略

基地である地中海をソ連にあけ渡してしまうこと

になりかねない。それは米国にとって許しがたい

ことであった。

以上のような理由より，デ・ガスペリ CAlcidede 

Gasperi)率いるキリスト教民主党が勝利するた

めにも，西欧諸国がイタリア参加を支持するのは

当然のことであると思われた(52)。しかし，そのよ

うな米国の反応とは裏腹に，英国やカナ夕、は必ず

しも好意的ではなかった。

ベヴィンは地理的に、大西洋。地域とは相容れ

ないこの国を加盟させることには反対であった。

もちろん，英国とてイタリアの情勢をまったく無

視しているというわけではなかった。ただ現時点

では，総選挙の結果も出ていないのに加盟云々と

いうのはおかしいと思っていた。

いくつかの意見の対立はあったものの，大筋で

は合意を見たため 3月31日にはヒッカーソンが

最終報告として，文書を作成し 4月1日に会談は

閉幕となった。

ペンタゴン秘密会談は米国が，はっきりとした

形ではないが，とにかくも「西欧同盟」への参加

を認めたという点で重要であった。これは英国に

とって大きな収穫であった。

しかし不安もないわけではなかった。この会談

で米国は欧州|への軍事関与を認めたことは確かだ

が，国務省内で同盟参加へのコンセンサスが確立

しているわけではなし同盟の是非をめぐる見解

の対立は依然残されていた。ベヴィン外相は，ア

トリー CClementAtlee)首相に「条約を米国政府

が実際に同意する確立は五分五分よりほんの少し

いいぐらいだ}聞と米国に対する不信感を示して

し為る。

ヒッカーソンはペンタゴン会議の最後のミー

ティングで，この文書の目的を達成するためには，

ブオレスタル国防長官や NSC，大統領や議会，特

にヴァンデンバーグ上院議員の承認を得る必要が

あると述べた(54)。したがって r現時点での文書

は，作業レヴ、エノレでのコンセプトとして表わして



いるので，英国はそれ以上の期待を何もすべきで

はない}町と念押しした。

国務省はこれからこの提案を本国に持ち帰っ

て，議会や軍部との意見の調整を行なわなければ

ならない。しかしそれは米国にとって予想以上の

困難を伴うことになる。そしてその結果，本格交

渉の開催時期が遅れることとなった。

第二章 ヴァンデンバーグ決議と国務省の混乱

ペンタゴン秘密会談では，大西洋同盟結成のた

めの本格的交渉を5月までには開催することで三

国は合意したが(56)，実際の交渉は5月になっても

始まる気配はなかった。予想どおり，米国国内の

意見調整が難航したためであった。

第一節ヴァンデンバーグ決議 (Vandenberg

Resolution) 

会談後国務省は，大西洋同盟結成のコンセンサ

ス形成に向けて，議会との話し合いをおこなうこ

とに決めた。

そこで当時上院外交関係委員会委員長を務めて

いたヴァンデンバーグ (ArthurH. Vandenberg) 

共和党議員と会見することにしたのである。その

任にあたったのは，ロベット (RobertA. Lovett) 

国務次官であった。

ヴァンデンパーグはすでに「ソ連との協調を通

じた平和には期待できない」と米国の対ソ協調外

交の在り方に疑問を持っていて，ヒツカーソンと

同様，アームストロング論文に触発されて国連に

代わる新たな集団安全保障体制を形成すべきだと

考えていた(57)。

ところが，国務次官はマーシャル以上に西欧軍

事同盟結成には消極的であった。彼は軍事同盟よ

りも欧州復興計画 (Europeen Recovery 

Program)の遂行を優先すべきだと考えていた。

しかも今年度の国会ではその計画の是非をめぐっ

て審議される予定であったため，そのような重大

な時期に更なる難題を議会に持ちかけては，軍事

同盟どころかERPさえも潰しかねないと懸念を

感じていたのである。

北大西洋条約の形成と米国の軍事コミットメントの成立

しかし，ロンドン政府の強力な後押しのもとで

西欧同盟強化のための組織化が進んでいたことに

勇気付けられてもいたロベットは，ヴァンデン

バーグとの会談に臨むことに決めたのであった。

この会談の前後，かねてよりロベットが送付し

たペンタゴン文書に関する返答がNSCより送ら

れてきた。その報告は NSC9(58)としてまとめら

れ，国連憲章51条とリオ条約3条・ 2項を基礎と

する「北大西洋集団防衛協定」交渉を西欧諸国と

のあいだに行なうことを支持していた。

二人はこの NSC9を参照に議論を行ない，ヴァ

ンデンパーグは，もし同盟に関与するのなら， 1) 

我々が引き受ける約束は，米国政府はある特定の

仮定に基づく状況下で武力を発動する自動的な責

任を持つものでない一一つまり，最終決定は常に

議会の決意を待たなければならないこと， 2) 自

助と相互援助 (Self.helpand Mutual assistance) 

を原則とする国連憲章の範囲内での地域協定を推

進すること(聞の二つを基本原則とすべきだと答

え，それをふまえた上で，上院決議案に盛り込む

べき文章の要点を，1)国際連合を強化し，自由

主義国の安全保障を高めるための措置として，国

連憲章によって提示されるような国際平和と安全

保障の維持のための地域協定を積極的に推進する

こと， 2)米国は自助と相互援助に基づいた国家

安全保障に影響を及ぽすような地域協定との連携

を考慮すること (60)の二つにまとめた。

米国の欧州への軍事的関与を上院が承認する方

向が示されただけではなく，同盟の性格について

の重要な基礎がここで決定された。以後，北大西

洋同盟はこれらの合意をもとに形成されてゆくこ

とになる。

こののち，ロベットはトルーマンにこの提案を

伝え彼からの強力な支持を得ると，国務省内に

ヴァンデンバーグ決議の草案作成のための委員会

をつくり，草案準備に勤しむことにした。そして

ロベットは委員会に国連局副局長のラスク(Dean

Rusk)とヴァンデンバーグの書記を務めていたフ

ランシス・ウィノレコックス (FrancesWilcox)を

メンバーとして招き，他にヒッカーソンやアキレ
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スも参加させることにした(61)。ここでも同盟推進

派が一役買うことになった。尚，この委員会には

ケナンは参加しなかった。

最後に，海外出張より帰国したマーシャルと

ヴァンデンパーグ補佐官であったダレスも参加

し，この議案についての最終的な検討が行なわれ

た。二人はおおむねこれらの決定に同意したが，

軍事行動を自動的に導く協定には参加しないとい

うことに関しては，ロベットとヴァンデンバーグ

を含め四人とも同じ意見であった。

こうしてヴアンデンバーグ、との会談をなんとか

終えた国務省は，その草案をヴァンデンバーグの

手を通じて， 5月11日に，上院決議239号として

外交関係委員会に提出した。そして 5月19日に

13対Oで同意を得， 6月11日には，とうとう上院

全体で可決されることとなったのである。

その結果，米国は「国連憲章の範囲内」という

制約つきではあるが，事実上西欧同盟への参加を

議会によって認められることになり，西欧諸国と

の同盟交渉へとより一層押し進める結果となっ

た。

第二節ケナンの帰国と国務省の混乱

最も困難だと思われた議会との交渉を無事ロ

ベットは済ませ，これで北大西洋同盟加盟への難

題が解決されたかに見えた。ところが，そこには

大きな落し穴が隠されていた。皮肉にも，同盟推

進のため率先して交渉にあたっていた国務省の内

部にこそ，最大の問題が潜んでいたのである。

国務省は3月下旬の秘密会談で英国の提案に同

意を示しはしたものの，それが必ずしも国務省全

体のコンセンサスを反映しているわけではなかっ

た。ペンタゴン会談でこのような肯定的な意見を

表明できたのは，その場にたまたま同盟反対派の

ケナンとボーレンが出席していなかったためで，

省内での反対派と推進派の対立が解消されたわけ

ではなかった。それを極めてはっきりとした形で

表わしたのは，ケナンの猛然たる抗議であった。

極東の出張を終えて帰国したケナンが初めに度肝

を抜かれたのは， PPS 27とペンタゴン文書で
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あった。これら二つの文書は，米国の軍事同盟参

加を示唆していたからである。

ケナンは，自分の預かり知らぬところで米国の

参加する軍事同盟についての準備が，着々と進め

られていたのに驚いた。

マーシャル・プランによって，欧州諸国が経済

復興を果たし政治的安定を作り出すことが，共産

主義の脅威防衛にとって最も望ましいと考えてい

たケナンにとって，さらに一歩関与を推し進めた

軍事的封じ込としての西欧同盟は，欧州復興計画

を妨害することはあっても，彼らの政治的安定に

結びつくための有効な対策とは思えなかった。た

とえ共産主義が攻撃を加えることがあったとして

も，それは外からの実際上の攻撃ではなく，圏内

でのストライキを初めとする破壊活動であり，経

済が回復すれば十分防衛できる類のものであると

信じていたのある(62)。

そこでケナンは，彼の最もよき理解者であった

ボーレン国務省特別補佐官と共に，ロベットと

マーシャルに文書を送り，欧州諸国からの要請に

早急に応えるのではなく，本当に必要なのは「彼

らとの現実的な話し合しユ」を行なうこと(臼)であっ

て「政治的・軍事的同盟}64)の形成ではないはずだ

と，米国の北大西洋同盟加盟を見直すよう促した。

さらに二人はヒッカーソンの説得にもとりか

かった。もちろんヒッカーソンとて，ソ連が実際

に西側諸国に武力攻撃を仕掛けてくるとは信じて

いなかった。もしソ連が「膨張」してくるのであ

れば，それは圏内の共産党を通じた破壊活動など

による「政治的」手段によってであり，そのため

には西欧諸国の政情不安を最初に取り除くことが

望ましいと考え，その点ではケナンと一致してい

た。

しかし両者はそれに対処する方法については，

まったく異なる見解を持っていた。ケナンが欧州、|

の経済が完全に回復されれば，園内政治は安定す

ると考えたのに対し，ヒッカーソンは園内の共産

主義勢力を押さえるためには，経済復興だけでは

不十分でありより一歩踏み込んだ軍事的コミット

メントも必要だ、と考えていたのである。



二人は 5月 7日に配布された NSC9/2(65)を

ヒッカーソンに認めさせることに成功した。ヒッ

カーソンも自分より年長者の二人の意見には耳を

傾けざるを得なかったのである(66)。

この報告は「議会の承認が得られるまで，米国

は欧州に対しどのようなコミットメントも追求し

てはならない」というケナンの意向が大きく反映

されており，先月の NSC9で西欧諸国への軍事支

援の保証を示唆した時よりも，米国の関与の度合

いがかなりトーンダウンしたものになってい

7こ(67)。

このワシントン随一のソ連専門家と誼われたケ

ナンの警告に，国務省の内部でも同盟推進につい

て疑問の声が上がり始めるようになっていたので

ある。

その結果，ヒッカーソンを初めとする同盟推進

派は一時後退を余儀なくされ，国務省全体の同盟

推進へのムードが一気に後退せざるを得なくなっ

Tこ。

ヒッカーソンの説得を受けて一時は同盟支持に

まわっていたマーシャルも，この二人の反対に対

して明らかに動揺し，同盟まで締結する必要はな

いのではないかと感じ始めていた(68)。

こうした否定的ムードはすぐにベヴィンの耳に

伝わった。英国外務省は，以前から国務省内部に

同盟に反対する勢力が根強く存在していることは

十分承知であった。

しかし残念なことに，それを静観できるほど状

況は楽観的ではなかった。早急な同盟参加につい

て疑問の声が国務省ばかりか，軍部でも上がり始

めていた。確かに NSCは， NSC7，NSC9の二つ

の文書によって西欧同盟に優先権を与え軍事支援

を行なうよう指摘していたものの r当面は同盟の

一員として参加すべきではない}69)と米国の加盟

については一時留保するよう勧告していた。フォ

レスタノレ国防長官は，当時解体しつつあった国防

軍の兵力を憂慮し，世界最大の陸軍力を持つとさ

れるソ連と十分に対抗するためには r米国の戦力

充実が先だという意見を持っていた。}70)そのた

め，欧州防衛は当面の聞は在独米軍の配備だけで

北大西洋条約の形成と米国の軍事コミットメントの成立

十分であると考えていたのである(71)。

しかし西欧諸国はそれだけでは満足しなかっ

た。彼らは米国とは違い，ソ連と陸続きに位置す

る土地に住んでいた。もしソ連と戦争することに

なればその主戦場は北米大陸ではなく欧州大陸な

のである。しかも彼らは先の大戦で領土は破壊し

尽くされ，経済はまさに壊滅状態であった。その

ようにほとんど無資源に近い状態で，自国を自衛

できるほどの軍事力の保有はとうてい望めなかっ

た。しかも共産主義勢力による一連の事件によっ

て危機は今そこに迫っていた。ソ連の軍事的脅威

と圏内の共産主義勢力に対抗し，西欧を防衛する

ためにはどうしても米国の力が不可欠であった。

ベヴィンは 5月14日に書簡を送った。「民主

主義国全体を励まし，共産主義の陰謀を打ち負か

す」ために「米国がある種の地域防衛同盟に参加

するJ準備が必要であり， r 6週間前にペンタゴン

と討議された計画を実行するよう J(72)マーシャル

に説得するためであった。

しかし，結果的にマーシャルがこの文書に明快

な回答をくだしたのは， 6月も終わり噴になって

からであった。その決定的契機となったのは，ま

たしても国際情勢の激変であった。

3月噴から続いていたベルリンでの緊迫した状

況が 6月の下旬にソ連がベルリンの交通のすべ

てを封鎖するという事態へと発展し，米ソ聞の緊

張が一気に高まったのである。このベルリン危機

により，マーシャルも北大西洋条約に向けての西

欧諸国との会談を開催することを痛感せずにはい

られなかった。そこでマーシャルはブラッセル条

約諸国に安全保障問題についての話し合いの場を

もうけざるをf尋なくなった(73)。

7月に入って，軍部もまた NSC9/3を発行し，

「米国とある種の同盟関係の形成について話し合

いを西欧同盟諸国と持つこと}刊を認めた。さら

にNSC14/1(75)でも西欧諸国に具体的な軍事援

助の必要性を提示したのであった。

結局，ケナンの反論は国務省やその他の機関に

受け入れられなかった。この頃のケナンはすでに

ソ連専門家としての国務省内での影響力を失いは
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じめていた。マーシャルもロベットもケナン同様，

「同盟」構想には乗り気ではなかったが，かといっ

てケナンの理論を重用しようとは思わなくなって

いた。 1948年に入って続け様に起きた米ソ関係の

激化が，彼の提唱する経済的な「封じ込め」政策

を信じなくさせてしまったのである。この時，彼

らが選んだのはヒッカーソンのほうであり，のち

の国務長官となるアチソンもケナンの意見を取り

入れることはなかった。

自分の意見が取り入れられないことを悟ったケ

ナンは， 5月24日に欧州|側のソ連に対する見方は

ともかくとして，.我々が西側民主主義国の政治的

統合に向けた発展の動きを阻害する障害物となっ

てはならない}76)と言己したメモランダムをマー

シャルとロベットに送り，軍事同盟への米国の関

与に最後の歯止めを試みたが，無駄だった。

ケナンはさらにその後も反論を試みている。例

えば， 11月24日，.北大西洋条約の締結に関する

諸考察」と題する文書PPS43(77)を提出し，ソ連の

脅威は政治的なもので軍事的ものでないとしたう

えで「北大西洋安全保障体制への結論は，欧州諸

国への短期的保証としていくらか価値を持つであ

ろうが，この条約を西ヨーロッパ支配を達成しよ

うとするソビエトの努力に対する主たる回答とみ

なしたり，あるいはその他の必要な措置に代わる

べきものと考えではならない}78)と再度マーシャ

ルに勧告した。しかし，そうした反論も実際の条

約交渉の前では，何の効力もなさなかった。

第三章ワシントン予備会談 (Washington

Exploratory Talks) 

第一節第一次ワシン卜ン予備会談 (1948，7/ 

6-9/9) 

西欧諸国と条約について話し合いを持つことを

決心した米国は 7月6日にワシントンで本格的

な交渉を開催させた。

交渉の主な参加者は，米国からはこの会期中議

長を務めたロベット国務長官代理を筆頭に，国務

省からボーレン国務省特別補佐官(ロベット不在

のときの議長代理として)，ケナン，ヒッカーソン，
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パトラー政策企画局員，アキレスが出席した。英

国からはサー・オリバー・フランクス (SirOliver 

Franks)全権大使と作業グループでの英国代表を

務めたホイヤー・ミラー (F.Hoyer Millar)大使

が参加した。フランスからはアンリ・ボネ(Henri

Bonnet)が代表を務めた。そのほか，ベネルクス

三国からはクレフェン (EVan. Kleffen)オラン

ダ大使とシルフィル・クリュイス (R Silver. 

Cruys)ベルギー大使が代表として参加し，のちに

lレクセンプルグ大使lレ・ガレ(H.Le Gallais)が

力日わることとなった。そしてカナダからはヒツ

カーソンの長年の友人でもあったロング(Hume

Wrong)が参加した(明。

この会談は，加盟予定7カ国の駐米大使を中心

に構成された「全権大使委員会 (Ambassadors'

Committee) Jを交渉の主要部分を担当し，この委

員会で決定された内容を草案としてまとめる「作

業グループ (WorkingGroup) Jがこれを補佐し

た。このグループはおもに次官レベルで構成され

ており，議長は会期の最初から最後までヒッカー

ソンが務めた。そして盟友のアキレスともに，二

人が中心となって条文の作成にあたった(剖)。

主要7カ国の代表は，ここではじめて，ソ連を

主要な脅威であることを確認した上で，大西洋集

団防衛体制確立のための具体的内容を協議したの

である。

米国は，防衛上北米大陸と欧州大陸をはさむ大

西洋岸にいくつかの中継地点が必要であったた

め 5つの「布石国家」一一スピッツベルゲン

(S pi tz bergen)を所有するノルウェー，グリーン

ランドをもっデンマーク，アゾレス (Azores)諸

島を領地とするポルトガル，そしてアイスランド

とアイルランドーーの加盟を強く要請した。

さらにヒッカーソンは，イタリアの加盟も希望

した。彼は加盟がイタリア園内の共産主義防衛の

最良の手段となりうると考えていたからであっ

た。また同国を戦略的地点、として重視してもいた。

当時イタリアは軍部の間でも「第6艦隊 (the

Sixth Fleet) J 向けの軍用基地として利用する可

能性が重視されていた(8り。そのため安全保障の見



地から，イタリア加盟は必須だとヒッカーソンの

なかで認識されていたのである(82)。

しかしながら，欧州諸国をはじめ国務省でさえ

もこのヒッカーソンの考えには反対であった。欧

州諸国はイタリアの戦略的重要性を認識しながら

も，大西洋地域に属さない地中海沿岸に位置する

この国は，ギリシアとトルコとセットにした別の

安全保障体制ー一地中海同盟 (Mediterranean

Pact)を形成するのが好ましいと思っていた(問。

トルーマン大統領もイタリア加盟に難色を示

し，上院もまた同意見であった。とりわけ，ケナ

ンは大反対であった。

そもそも彼はソ連を侵略的に包囲するような同

盟には反対であった。「ソ連圏に最も近い国を(ソ

連に)吸収させる危険に鑑みればイタリアをこの

協定から排除するほうが確実に有益である。」欧州、|

が攻撃されたときの懸け橋として本当に必要なの

は「布石国家」だけで，条約を健全なものとする

ためには加盟国を北大西洋地域に限定すべきであ

ると反証した(8九

この問題は，イタリア国内の政治闘争にも微妙

な影をおとし，作業グループの会合は次第に国務

省内の派闘争いの様相を呈していった。結局国務

省はこの時点では，この意見の対立を完全に解消

することができなかった。

結局，一応米国の要望どおり「布石国家」の加

盟が認められることとなったがヒッカーソンが望

んでいたギリシア・トルコ，ブラッセル条約諸国

以外のOEEC諸国の加盟は，他国の反対によって

加盟は見送られた。また， ドイツ(または西ドイ

ツ)，スペインに関しては将来的には加盟させるこ

とで一致したが，現時点での加盟は考慮しなかっ

た。イタリアの加盟に関しては，各国での意見の

食違いが多くこの交渉では決まらなかった。また，

これらの決定はすべて9月9日の最終報告にも記

録された(8九

さらに同盟条約の詳細についても話し合われ

た。欧米諸国は，双方とも具体的提案を持ってい

るわけではなかった。しかし英国をはじめとする

欧州側の目的は，西欧同盟の米国への参与であっ

北大西洋条約の形成と米国の軍事コミットメントの成立

たため，結局条約の主要部分は全て米国の意向が

強く反映されざるを得なかった。

米国は，はじめ，議会で承認されたヴァンデン

ノfーグ決議の「自助と相互扶助」原則とリオ条約

の第3条である「一国に対する攻撃は全加盟国に

対する攻撃と同等である」という二つの原則をも

とにした条文を作成するよう提案した。

欧州側は基本的にこれらの原則に同意したが，

双方の軍事義務についての見解が真っ二つに別れ

た。

欧州諸国は，米国が軍事的措置を行なうという

ブラッセル条約第4条のような、obligation(義

務)"を明言した条約を望んでいた。もし米国が軍

事的義務を負うのでなければ，大西洋同盟はソ連

への抑止の意味を十分に果たさないであろう。欧

州側としてはブラッセル条約の第4条のような

「義務」を明確に綴っているものを望み，援助形態

をもっとはっきりさせるべきであった(86)。

しかし国務省は米国が関与する協定は，1)国

連憲章の範囲内であること， 2)米国の分権制を

考慮したものであることを改めて強調し(87)，プ

ラッセル条約のような全ての加盟国に軍事的義務

を負う条約は合衆国憲法のもとでは不適切である

と，同盟推進派のヒッカーソンも含め全員が反対

した。

結局この「自動参戦」案については決着がつか

ず，最終報告に1)米国案， 2)欧州案そして 3) 

カナダ案の3つの案を併記し，次の交渉へと持ち

越されることとなった(88)。こうして数カ月にもわ

たる会談はようやく終了し 9月9日には，交渉

の成果を「ワシントン文書 (WashingtonPaper) J 

にまとめた(89)。

ヒッカーソンはこの交渉においても大きな役割

をはたした。

未だ意見がまとまらない国務省内部にあって，

彼は北大西洋同盟が米国にとって最も良い選択だ

という揺るぎない信念を貫き，時には反対派の矢

面に立って解決困難と思われる問題を果敢に取り

組んでいった。「彼の熱意がなげれば，夏の閉まで

に条約交渉が無事終了していたかどうかはわから
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ない}90)と同じく予備交渉に携わった英国大使，

へンダーソンは回想している。また，彼はもうひ

とりの同盟支持者であるアキレスの忠実な協力の

もと i作業グループ」の中心となって草案の作成

に寄与した(9九二人はこの夏の条約交渉の成功を

ともに分かち合ったのである。

第二節第二次ワシン卜ン予備会談(1948，12/ 

10ー12/24)

次回交渉は 9月の予備交渉開催から 3カ月ほ

どたった 12月に再開された。 11月におこなわれ

た米国での総選挙のためであった。

この選挙では当初共和党が勝利するものと思わ

れていたが，大方の予想、を裏切って民主党が勝利

をおさめ，大統領にトルーマンが再任されること

となった。これで北大西洋条約の実行可能性もよ

りいっそう高まった。一方欧州諸国はwu諮問審
議会 (ConsultativeCounciOを開催し，米国との

条約交渉を継続させることを改めて確認し合っ

た(92)。

この交渉は前回と打って変わって，開催後2週

間で草案が完成するという異例の早さで会期が進

行した。この相異は米国の態度が突如，変化した

ためにおこったものであった。同盟に消極的だっ

たはずのロベットが，翌年二月の調印を予定した

交渉を行なうべきだと，進行を早めたのである。

彼は総選挙での民主党の勝利によってもたらされ

た議会の同盟支持の流れをこのまま調印まで失い

たくはなかった(93)。

したがって，難渋した自動参戦条項についても，

国務省はそれを入れるだけではなくより明確化す

べきであると「憲政上の手続 (Constitutional

process) J を削除し i軍事的または他の措置

(military or other action)を取る」という部分

を含めることにさえあっきり同意したのであ

る例。ただしこの意見はあくまで国務省だけのも

ので，上院の承認を得ているわけではなかった。

この国務省の行き過ぎた態度が，上院議員たちの

間で思わぬ反発を招きのちの最終交渉で大混乱を

引き起こすことになる。
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しかし，この交渉では前回争点とはならなかっ

た新たな議論も浮上することになった。

第一に，北アフリカを防衛対象とするべきか否

かについて議論された。

北アフリカ編入を強く主張したのは宗主国フラ

ンスであった。今回の交渉でアンリ・ボネ仏大使

は北アフリカ全体を含めることが無理であるな

ら，アルジエリアだけでもいいと譲歩してきた。

だが，一歩譲ってもこの主張を他国が受け入れる

のには無理があった。

なぜならそれは現地の民族紛争に巻き込まれる

ことを意味していた。この要求には米国も反対し

た。ロベットはあくまで「国土」を基本領域とし，

それを越えた地域を含めることは誤りであり，も

し北アフリカを含めることになれば， トルコやイ

ランにまで領域を拡大するのかという問題にまで

及ぶことになる。そう言って議会についての懸念

を取り上げたが，ボネは議会への承認問題に関し

てはフランスも同じだといって譲らなかっ

た(95)。

一方英国はフランスに同情的であった。確かに

北アフリカを含めることに対し，彼らは必ずしも

賛成していなかったが，他の国とは違って強固で

はなかった。

この問題はこの時点では未解決のままに終わ

り，草案には北アフリカを含める案 (B案)と除

外した案 (A案)の双方を載せることにし，翌年

の最終協議の場で決着をつけることに決定し

た(96)。

次にイタリアについても議論されたが，やはり

ここでも決着はつかなかった。ただ9月の会談で

反対していたフランスは一転して賛成にまわっ

た。北イタリアのアルプス山脈とポ一川は歴史的

に東方の侵入経路として認識していたフランスに

とって，同国はソ連侵攻の際の有望な要塞になる

と期待したためである。

当然その裏には，米国側の要求が受け入れられ

ればアルジエリア編入も可能だという思惑も存在

していた。しかし，フランスがこのように主張し

でも，他の国の見解が変わるわけではなかっ



た(97)。

英国は，イタリアの加盟には最も強く反対した。

フランクス駐米大使は，イタリアが大西洋に面し

ていないことや，軍事的制限のため十分な軍事貢

献ができないことをあげ，北大西洋条約の加盟に

疑問を呈した。しかし当初から示しているように

イタリアを捨てよといっているわけではなし地

中海同盟という別の安全保障体制をつくって，北

大西洋条約とは別個に対処すべきだという独自の

考え方をもっていた(則。英国はこの考え方を最後

まで曲げようとはせず，最終交渉の時も最後まで

イタリアの加盟には反対した。

第三に，大西洋同盟に「文化的・社会的・経済

的」性格を付与するかどうかについても話し合わ

れた。これはのちに第二条として条約の中に盛り

込まれることとなったが，この条項を強く押した

のは，カナダであった。カナダは軍事的領域にと

どまらない社会的・経済的領域にまで拡大した機

構の創設を希望した。

米国はこのカナダの主張を支持したものの，プ

ラッセル条約諸国は懐疑的であった。彼らは既存

の組織が重複してしまうのではないかと恐れてい

たからであった。しかし，そのような重複が明確

に避けられるのであれば，そのような条項を入れ

ることに特に異存はないと思っていたので，結果

的に草案に盛り込まれることになった(99)。

最終章北大西洋条約調印へ

1949年の 1月14日に再開された最終交渉で

は，未解決問題の協調へ向けての調整が続けられ

た。それらをまとめると以下の6点にまとめられ

る。

1)自動参戦問題一一「第五条」の成立

1月20日，今まで北大西洋条約交渉の任にあ

たっていたマーシャル国務長官とロベット国務次

官が退官することになり，その長官後任に前国務

次官であったディーン・アチソン (DeanAchison) 

が就任することとなった。

だがアチソンは条約の成立経緯についての内情

北大西洋条約の形成と米国の箪事コミットメントの成立

に乏しししかも就任早々パレスチナ問題の処理

に追われたため，実際に彼が交渉に携わったのは

1月も終わって 2月に入ってからのこと(100)で

あった。その時はもう最終案決定の大詰めの時を

迎えていた。

当時，上院議員たちは前年9月に作成されたワ

シントン文書についてその詳細を知っていたもの

の，草案の内容に関しては目を通していなかった。

そこで彼は就任したばかりの上院外交関係委員

会委員長， トム・コナリー(TomConnally)民主

党議員とヴァンデ、ンパーグP議員を交えた数回の私

的懇談会を聞くことにしたのであった(1刊。しか

し，この話し合いが裏目に出て，逆に条約の進行

を遅らせてしまうことになるのである。

2月3日の会談にて，コナリーは早速第5条の

自動参戦条項に触れ「軍事的措置 (military

action)…」という文言は軍事的安全保障以上のこ

とを米国に要求しているのではないかと疑問を述

べた。このような表記は，合衆国憲法が保障する

議会の宣戦権とは相容れないもののように感じた

からであった。

上院議員の提案をもっともだと思ったアチソン

は， 2月8日の最終交渉の席で rただちに(forth-

with) Jという言葉と「軍事またはその他の措置を

行なう… (militaryor other action) J という言

葉は米国が自動的に戦争に参戦することと同義で

あり，また「必要とされるべき (asmay be neces-

sary) Jという言葉は，北大西洋地域の安全保障を

確立すべく取られる措置は自国の憲法の手続にし

たがって決定されるべきという意味を不明瞭にし

ているとこれらの言葉をすべて削除すべきだと要

求したのである(102)。

この突然の訂正は，西欧諸国にとって寝耳に水

であった。この自動参戦条項は，西欧諸国にとっ

てまさに死活的な条文であった。米国が欧州大陸

での有事の際には軍事的措置を取るという保証が

何よりも重要であった。それがあって初めて条約

はソ連に対して抑止効果をもつのである。欧州諸

国が米国との同盟で最も望んでいたのはまさにこ

の言葉であった。にもかかわらず，米国はいまま
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たそれを反古にしようとしている。彼らの聞に無

力感さえ漂ってきていた(103)。

当然欧州側は猛反発した。フランクス英大使は，

確かに上院が主張するようにこの表記は自動参戦

の施行を促すものであることは間違いないが I抑

止」の点からみて 5条の「軍事的措置…」という

表現は，欧州の自信を回復させるためには極めて

重要なものであって削除されてはならない(104)と

この米国側の要求に反対した。

だが，アチソンはこの欧州、|側の意見を受け入れ

ようとはしなかった。彼は上院の意見のほうを優

先させたのである。しかも事もあろうに，同盟賛

成派のヒッカーソンやアキレスでさえも止むを得

ずとし，これらの用語の削除を容認するように

なっていたのである(105)。

事態の悪化を憂慮したアチソンは，いま一度上

院議員たちと協議し合うことを決め 2月中旬に会

談を再開した。すべてが上院議員たちとのこの私

的懇談会にかかっていた。

しかしながら，この話し合いでも両者の聞に妥

協を見出すことはできなかった。コナリーはます

ますかたくなになっていった。彼は「彼の立場を

明確ならしめる」ための努力において「我々は自

動的戦争参加を規定する条約に法律上調印するこ

とはできなし}J と述べ，満足すべき第五条の彼独

自の条文を提示し始めるようにさえなった(106)。

コナリーがここまで五条にこだわった理由は実

のところ明らかではない。当時交渉に参加してい

た英国外交官，ニコラス・へンダーソンによれば，

この時の彼は条約のすべてを理解しているわけで

はなしただヴァンデンバーグに対する嫉妬から，

5条の変更にこだわっていただけであったと述べ

ている(107)。

アチソンは粘り強く彼らと交渉した。もしこの

条文を受け入れなければソ連防衛の観点から抑止

の効果は薄れてしまうし， ドイツ問題を解決する

上で必要不可欠なフランス側の同意を得ることが

できなくなってしまうのだ。彼はその必然性につ

いて必死に説得した(108)。

ヒッカーソンやアキレスをはじめとする推進派
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や国連局局長ラスク，さらには反対派のボーレン

さえも妥協点を見出すべく新たる法案を考慮せざ

るを得なくなっていた。彼らはどうやってコナ

リーを説得し，欧州側を納得させるかについて，

オリバー・フランクス駐米大使とともに協議し，

代替案の作成に取り組んだ。そしてその妥協案を

受け入れるよう上院議員に説得する旨をアチソン

に示唆したのである(109)。

アチソンはフランクスとの会見で，国務省の提

案する代替案について英国側の意見を求め

た(110)。彼の要望としては，、asmay be necessary" 

の部分を、asi t deems necessary (必要とされる

ようならば)"という少し暖昧な表記に変更した

カ〉っ7こ。

フランクスは修正前の草案のほうが望ましいと

思っていたが，あえて反対しようとはしなかった。

ただ，、military(軍事的)かという言葉の削除だけ

はどうしても譲れなかった。もしこの用語が削除

されれば，欧州諸国の世論に悪い影響を与えてし

まうのは目に見えていた(111)。ホforthwith(ただち

に)かという部分に関しでも削除しでもあまり意味

がないように思えた。また，条項の始めのほうに

記載されている「一国に対する攻撃は全加盟国に

対する攻撃である」の保持は絶対不可欠だと感じ

ていた(112)。

アチソンはこのフランクスの意見を参考にしな

がらも，とうとうトルーマンにコナリーとの聞に

起きている問題を打ち明けることにしたのであ

る。事の顛末を聞いたトノレーマンは I軍事的措置

(the use of armed force)Jの表記の必要性を，

直接コナリー上院議員に電話をかけて迎賓館へ招

き，自ら説得にあたることを約束したのであっ

た(113)。

実際にこの会談が実現したかどうかは分からな

い。だが， NATO研究家のドン・コックは次のよ

うに語っている。「大統領による慎重深い介入の結

果は明らかだった。ハリー・トルーマンのリーダー

シップは北大西洋条約を実行可能なものにしたの

であった。 }114)

結局，、militaryaction"という表記は認められ



なかったものの，、actionincluding the use of 

armed force (軍事力の使用も含めた措置)かとい

う表記に変更することで妥協することとなった。

さらに、asmay be necessaryグにという表記つ

いては、asit deems necessary"に譲ったものの，

、forthwith"という表記はそのまま残すことに

なった(115)。

2 )ノルウェー危機とスウェーデン，デンマーク

及び北欧諸国の加盟について

当初北欧諸国は，スウェーデンを中心にスカン

ジナヴィア独自の集団防衛同盟を締結すべく，

1949年の1月はじめにデンマーク，ノルウェーと

共に安全保障を話し合うための会談を開催するこ

ととなっていた。

ところがこの会談はすぐに決裂することとなっ

た。スウェーデンがスカンジナヴィア同盟以外同

盟に加盟することに強く反発したためであった。

スウェーデンは北大西洋条約に不信感を抱いて

いた。対ソ防衛条約の締結は，抑止になるどころ

か，かえってソ連の武力攻撃を惹起してしまうの

ではないかと危慎していた。逆に北欧諸国伝統の

「中立国」の立場を利用した同盟形成のほうが，ソ

連侵略の防衛をより効果的にするという思惑が

あったため，スウェーデンは「中立」同盟に固執

していたのである。しかしそのような安全保障観

は他の 2カ国，特にノルウェーとはまったく棺容

れないものであった。ノルウェー外相ランゲは，

第二次世界大戦で「中立」が堅持困難なことを身

をもって体験していた。

しかもこの時期，大西洋同盟結成によりノル

ウェーに米国の軍事基地が設置されるのを恐れた

ソ連から不可侵条約を結ぶよう再度強要されてお

り，ノルウェーは昨年3月以来の困難な地位に立

たされたのである(116)。ランゲ外相からこのソ連か

らの脅威を知らされた米国は，直ぐにも北欧諸国

の処遇について 7カ国代表と相談する必要にから

れた。他の代表は，ノルウェーやデンマークの参

加については異存はなかった。しかしスウェーデ

ンをどうするかに関しては意見が分かれた。

北大西洋条約の形成と米国の軍事コミットメントの成立

ヒッカーソンはスカンジナヴィア同盟が形成さ

れるにしろ，スウェーデンの軍事力だけでは不十

分であると思われたため，大西洋側は何らかの援

助をする必要性があった。ランゲ自身も西欧から

援助が得られなければ，スカンジナヴィア同盟に

入っても何のメリットがないことを認めてい

7こ(117)。

ノルウェーは先述したとおり，安全保障上中継

地点として重要な国家であった。もしこれらの国

が加盟しなければ重要な戦略地点を失うことにな

りかねず，米国にとって非常に大きな痛手であっ

た。したがって，仮にノルウェーやデンマークが

加盟するにしろしないにしろ，これら二つの条約

のとの聞には何らかの連携を作るか， もしくは少

なくともノルウェーやデンマークだけでも北大西

洋同盟に加盟させる必要があった(118)。

アチソンは，これら北欧諸国についての適切な

解答を得るため， JCSに軍部の見解をまとめさせ

るよう要請したのである。

その見解は，のちに「スカンジナヴィア安全保

障条約に関する米国が関与すべき立場」という題

目でNSC28/2(119)と呼ばれた。この報告には，ノ

ルウェーやデンマークの戦略的重要性が改めて指

摘されており，スカンジナヴィア同盟とスウェー

デンに関する見解として，軍部はスカンジナヴイ

ア諸国だけで防衛同盟を形成しでも，ソ連の脅威

からの防衛は効果的ではないし，-中立」国の立場

でいることも，ソ連の侵入を許すだけで危険であ

ると記されていた。それにスカンジナヴィア同盟

は外からの援助がなければソ連に対抗することは

不可能である(1叫とヒッカーソンと同様の見解を

取り，結論として「スカンジナヴィア諸国が独自

の同盟を作るよりも，大西洋同盟への加盟を促し

たほうが米国にとって戦略上有利}121)であり，米

国はデンマークやノルウェーの西欧側への取込み

を強化し，スウェーデンには「中立」の立場を捨

てさせることが肝要であることを述べていたので

ある。アチソンは 3月1日の会談でイタリアと

共にノルウェーの最終交渉招請を認めるよう他の

代表に要請したのであった。
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こうしてノルウェーはデンマークやアイスラン

ドと共に正式に 7カ国によって最終交渉の場に呼

ばれることになった。数日後，ノルウェ一大使，

ウィルヘルム・モ/レゲンシティエルネ (Wilhhelm

Munthe de Morgenstierne)は7カ国のグループ

に力日わった(122)。

3 )イタリア問題

西欧諸国は，交渉が再開される前のWU常設委

員会ですでにイタリアの加盟を反対する方向で合

意を形成しており，諮問理事会でもイタリアの加

盟はどんな場合であっても許さないという見解で

あった。

しかしヒッカーソンは欧州諸国と粘り強く説得

した。彼はスパーク首相にロベット名義で電報を

送りイタリア加盟の必要性を熱心に説いたのであ

る。

この彼の熱意に動かされたスパークは，大使館

を通じて国務省にベルギーの見解として「我々は

いまはっきりとイタリアの加盟に同意することを

理解している」と米国が強く望むのであればあえ

て反対しないことを伝えた(123)。

しかしイタリア加盟に反対していたの欧州諸国

だけではなかった。米国国内でもイタリア加盟に

対して疑問視されていた。 2月末に， トルーマン

はアチソンにイタリア加盟は「現在のところ賢明

ではない」と言明している。大統領はイタリアの

加盟を認めると，同じ地中海に面するトルコやギ

リシアの加盟申請を拒否することは難しいと考

え，むしろ rいず、れ将来地中海協定の可能'性}l刊

を検討してはどうかと示唆していた。

アチソンに関しては，イタリアの参加には概ね

同意であったが，オリジナルメンバーとしての加

盟を望んでいなかった。しかし，ヒッカーソンの

強い説得によって次第にイタリア加盟のほうに傾

くようになっていた。アチソンはヒッカーソンの

いうイタリアの戦略的重要性を重視するように

なっていた。

彼は同時期にケナンから逆の説得を受けてい

た。しかしすでにイタリア加盟を心に決めていた
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アチソンにとって，ケナンの意見も考慮に入れる

ことによって，ヒッカーソンとケナンの両者のバ

ランスをとろうとは思わなかった。すでにアチソ

ンはヒッカーソンの意見を受け入れ，上院議員た

ちを説得することに決めていた(125)。

一方，ヴァンテbンパーグとジョージ(WalterF. 

George)上院議員は当初，イタリアの加盟には反

対であった。しかし，アチソンに代わってロッジ

(Henry Cabot Lodge)上院議員が二人を説得し

たため，譲歩しだすようになっていた。さらに上

院外交委員会委員長のコナリーも黙認するように

なっていた。上院のなかでも反対するものはもは

や誰もいなかった(126)。

さらに，アチソンは 3月2日に大統領に会見し

た。「米国は欧州諸国のイタリアへの態度に振り回

されてきたが，いま彼らの立場も固まってきて，

フランスはもとよりカナダやベネルクス三国は他

の閏が賛成すれば，あえて反対はしないと述べて

いる。欧州諸国は他国が認めればイタリア加盟を

承認すると述べており，米国も態度を決めなけれ

ばならない。もはやイタリアの参加は米国の態度

いかんにかかっている」とトルーマンにイタリア

加盟を認めるよう迫ったのである(即)。

上院イタリア加盟への同意を受け， トルーマン

はイタリア加盟同意への環境が整ったいまとなっ

ては r行政による決定」をせざるを得なかった。

彼はイタリアの加盟を承認しそれについての最良

の方法をとるようアチソンにすべてを一任した。

3月に入って，イタリアから再度最終交渉に加

えてほしいという要請が来た。イタリアは安全保

障の面から早急に 7カ国の議論が済みしだい同盟

に加えてほしいと急き立てていた(128)。

しかし英国だけは最後まで頑なだ、った。フラン

クス英大使は，早急な結論を出すのはかまわない

がイタリアを加盟させることには反対であると述

べた。彼にはたしかにノルウェーはソ連の脅威に

さらされているものの，イタリアは差し迫った脅

威にさらされているとは思えなかった。アチソン

は3月4日の会談で，イタリアは最終協議に参加

させてもらえるのであれば，植民地問題やトリエ



ステ問題も取り上げないし，草案に関しでもその

まま受け入れることを保証すると言っていること

を取り上げ，イタリア加盟が北大西洋条約にとっ

て何ら害を及ぽすものでないことを伝えた。

その結果，英国もイタリア加盟に同意するわけ

ではないが反対もしないといって譲歩の姿勢を見

せ，当初の態度を軟化させるようになったのであ

るい29)。

とはいえ，加盟時期については調印後にしたほ

うが望ましいと思っていた。英国はイタリアのみ

ならずノルウェーやデンマークに対しても同様の

見解を持っていた。彼らはこれらの閏が最終交渉

に参加すれば，かならず別の難しい問題を持ち出

して，条約調印の時期がさらに遅れてしまうこと

を最も恐れていた。交渉自体が予定よりもず、っと

延びていたので，これ以上遅らせることは忍びな

かった。そのため英国はとりあえず早急に条約調

印をという立場を(イタリアの最終交渉参加が決

まったあとも)崩さなかった。それは他の国々も

同じであった。 7カ国が調印したあとにイタリア

が条約を受け入れるという形での加盟を望んでい

た(130)。

しかしこの議論はまったくの無駄であった。

ヒッカーソンがすでに先手を打って 3月8日に

米国自身の判断で勝手にイタリアをワシントンに

呼び寄せたのである。これには欧州諸国も既成事

実として受け入れざるを得なかった。かろうじて

英国がノルウェーは別にしても他の国が交渉への

参加に承認を与える前に，他の代表から同意に達

することが必要だと主張したが，くつがえること

はなかった(131)。

4)アルジエリア問題

前年の予備交渉に続き，フランスは北アフリカ

地域を防衛領域として加えるよう切望していた

が，最終交渉では北アフリカ全域が無理なら，ア

ルジエリアだけでもいいと譲歩するようになって

いた。だ、が，米国にとってはその領域がどう変わ

ろうとも，大西洋とはまったく関係のない地域を

その防衛領域に加えることには，難儀であった。

北大西洋条約の形成と米国の軍事コミットメントの成立

まず，議会や国民にどうやって説明すればよいか

分からなかったし，軍部もアルジエリアの加入に

疑問をもっていた(132)。だが，フランスはアルジエ

リアを条約の防衛領域範囲に加えられなければ，

国民議会は条約そのものも批准しないだろうとア

ルジエリアの重要性を訴えた(133)。

当初は反対していた米国も， ドイツ問題に対す

る配慮もあって，フランス側をあまり刺激するよ

うなことをしたくなかった。しかもド・ゴール

(Charles de Gaulle)将軍が北大西洋条約を非難

するようなことを言いだしたので，米国にとって

もある程度の譲歩が必要だった。したがって，ア

チソンはアルジエリア加入に反対していた上院を

説得してアルジエリアの力口入を認めさせたので

あった(134)。

5 )条約の期限

欧州諸国が比較的長期の条約を望んだのに対

し，米国は 10年または20年ほどの期限の短い条

約のほうがよいのではないかと思っていた。オリ

ノfー・フランクスは， 25年か 30年が妥当だろう

思、っていた。ただあまり短すぎては最も重要な目

的を達成できないとは感じていた。

カナダは基本的には米国と同じように短期レ

ヴェルでの条約を望んだが，期限の半分の年に達

したときに，その条約の期限を拡張するかどうか

を再考できるようにすればよいのではないかとい

う妥協案を提示した(1問。この提案は，米国内でも

コナリーとヴアンデンパーグ両上院議員によって

も提案されており，このカナダの提案は米国にも

好意的に迎え入れられ，また欧州諸国もそのよう

な案が取り入れられれば20年という比較的短い

期限でもよいと同意したため， 20年を条約の期限

とすることに決まった(136)。

6) r第2条」について

ところで，第2条の「文化的・社会的・経済的

協力」という表記は，前年12月24日の草案にて

妥協がなされたはずであったが，カナダが再度こ

の問題を検討するよう要請してきた。圏内での条
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約への支持を強固なものにするためにももっと強

い表現を望んだためであった。

しかしアチソンはカナダのこの提案には反対し

た。上院議員たちもこのカナダの提案には同意し

なかった。これら合意は本来の安全保障上の問題

をそらせ，経済的・社会的問題へと関わらせ別の

政治的問題を浮上させるのではないかと思われ

た(137)。

アチソンもこの見解に同意していた。彼はその

ような内容は序文に明記されるべきだと考えてい

た(13九

しかしカナダにとって「文化的・社会的・経済

的」同盟の形成は，より確かな圏内の支持を取り

付けるためにも必須であった。サン・ローラン

(Louis St Laurent)外相は自らワシントンに赴

き， トルーマンとアチソンに直接会見し 2条の

性格を強めるよう訴えた。さらに彼らは英国やそ

の他の欧州諸国を説得し，同意するよう働きかけ

たのである (139)。

このカナダ外相の訪問にさすがのトルーマンも

心を動かされずにはいられなかった。彼は国務省

に修正を要請することを心に決めていた。そして

ヒッカーソン，アキレス，ボーレンはロングと共

に2条の修正を行なうことになったのである。こ

の修正案は必ずしもカナダの望みどおりにはいか

なかったが，いくつかの修正がなされた後すべて

の調印国に認められた(14九

1年近くも長きにわたった交渉はこうして何と

か終了し 4月4日に予定された調印式の打ち合

せのために，北大西洋条約参加国全部の担当相が

4月 2日にワシントンに参集した(141)。そして

1949年4月4日，北大西洋条約は調印された。そ

れは米国が憲法採用後初めて締結する平時の軍事

条約であった。

ノルウェーの歴史家ゲイル・ノレンデシュタット

は米国を「招かれた帝国}叫)だと評している。だ

が果たして米国はほんとうに欧州諸国によって

「招かれた」のだろうか? 確かに，ベヴィン英外

相が1947年冬に打ち出した米欧軍事同盟構想は，
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その後の北大西洋条約形成の契機となったばかり

でなく，ワシントンの政策過程を主導したのは明

らかである。しかし，その一方でヒッカーソンは

ベヴィンがイニシアティヴを取る数カ月前から同

盟の必要性を認知しており，それに備えてすでに

独自の構想を練っていたのである(143)。米国の同盟

形成の重要な指針となった PPS27やペンタゴン

文書はヒッカーソンの構想、を下敷きにした国務省

内の議論によるものであって，そこにベヴィンの

構想が反映されたとは言いがたい。しかも，ベヴィ

ンの構想、はコンセプトとしては画期的ではあった

が，それをどう具体的に実現するかについての詳

細な青写真を最後まで提示できなかつただ(144ぺ現

に，構想、を西欧諸国に限定することなし北大西

洋にまで拡大させ，はてはイタリアやギリシア，

トルコ (1949年時点では加盟はしていない)と

いった地中海地方までその領域を拡大させたのは

米国であってイギリスではない。英国がその目標

を実現できたのは米国を西欧同盟の一員にしたこ

とだけであろう。したがって，米国が西欧諸国に

巻き込まれたという考えには支持できない。条約

形成は米国内のあらゆるアクター聞の議論の中で

生まれたものであって，英国やその他の西欧諸国

の役割は重要であっても，それは同盟構想のイニ

シアティヴをはじめにとったという最初の局面の

みである。それに北大西洋条約は欧州の「強制に」

よるものではない(14九ベヴィンは西欧同盟構想を

提示したかもしれないが，それに息を吹き込み北

大西洋まで領域を拡大させたのは米国であった。
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